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建築基準法の一部を改正する法律案 
 
建築基準法もストック産業を見越した活用の時代へ入ってきました。これまで空き家とな
り使い道を探るにも難しかった物件に対して、要件をより緩和し、生命や安全を守ること
を根本とすることによって、既存建築ストックの活用イメージを含めた新しい改正に向か
っていきます。木材建築で、主に既存建築物の多様なニーズに対応すべく今回の動きが出
てきています。重要なポイントは下記解説をしっかりと把握していただけると良いと思い
ます。 
 

■ 建築基準法の一部を改正する法律案 解説 

最近の大規模災害をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・
市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的
要請等に対応して規制を見直した「建築基準法の一部を改正する法律案」が、３月６日に
閣議決定されました。 
建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築

規制を合理化していく必要があります。 
今回の改正では、耐火でなければならなかった建築物に関しても実験により新たなに得

られた検証結果・知見をもとに、一定の防火措置を講じた場合は準耐火構造等にできるこ
とになります。これは中古戸建てのリノベーションに向けての法改正となってくるかもし
れません。 
 また、既存建築ストックの活用という項目では、戸建て住
宅等の福祉施設への用途変更に伴う制限の合理化推進の為、
迅速な避難措置が講じられている場合は耐火建築物とする
ことを不要とする。建築確認が必要となる規模を見直しする
という項目が織り込まれました。大規模な建築物に関して
も、徐々に現行基準に適合させていくことを可能とする仕組
み導入が明言されています。 
 
① 今回の改正に向けた法律案では、地震の際の危険な密集地域の改善を 2020 年目標 
② 空き室・空き物件ではない完全な空き家増加の抑制を 2025 年 400 万戸前後目標 

＊2023 年に完全空き家は 500 万戸に到達する見込み 
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